
マイナポータル・ぴったりサービスの申請フォーム（ひな形）の利用について（1/2）

【Before】

申請ページの公開手続の登録・公開

①紙様式（PDF等）読込

○ 「道路占用許可申請等」、「粗大ごみ収集の申込み」、「犬の登録申請・死亡届等」、「職員採用
試験申込」の申請フォーム（ひな形）について、すべての都道府県・市区町村が利用できるように、
マイナポータルのぴったりサービス上にプリセット。

○ 都道府県・市区町村においては、紙様式の読込・申請フォームの作成を行うことなく利用が可能。

【After】

②申請フォーム作成

（①・②の作業は不要）

掲載内容の編集後、
手続ページを公開

プリセットされた様式・申請フォーム（ひな形）を活用
（文言変更やデータ項目追加等の編集も可能）

※公開に当たっては承認申請が必要

※公開に当たっては承認申請が必要

【ぴったりサービスにおける手続掲載の流れ】

別紙２

※例示の画像は「罹災証明申請」



申請情報入力画面申請者情報入力画面

○ 申請者情報入力画面で入力した情報（氏名・住所）が、各申請フォームに自動で引き継がれます。
これにより、申請者の入力負担を軽減します。

注）引き継がれた内容の修正も可能。

申請者情報入力画面で入力した「氏名」・「住所」が各申請フォームへ引き継がれます

マイナポータル・ぴったりサービスの申請フォーム（ひな形）の利用について（2/2）別紙２


